
「
一
票
に
　
夢
の
せ

意
志
の
せ
　
思
い
の
せ
」

棄
権
せ
ず
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

県
内
で
転
居
さ
れ
た
方
の
投
票

　

平
成
24
年
11
月
28
日
以
降
、
千

葉
県
内
の
他
の
市
町
村
か
ら
横
芝

光
町
に
転
入
届
を
提
出
さ
れ
た
方

は
、
住
所
の
移
転
が
市
町
村
を
単

位
と
し
て
１
回
で
あ
る
こ
と
な
ど

所
定
の
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は

前
住
所
地
で
投
票
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
投
票
に
は
市
区
町

村
長
が
発
行
す
る
「
引
き
続
き
県

内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
証
明

書
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
前
住
所
地

の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
投
票
用

紙
等
を
取
得
し
、
横
芝
光
町
選
挙

管
理
委
員
会
で
不
在
者
投
票
を
行

う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

期

日

前

投

票

　

投
票
日
当
日
、仕
事
や
レ
ジ
ャ
ー

等
で
投
票
に
行
け
な
い
方
は
、
期

日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

期　

間
３
月
１
日（
金
）〜
16
日（
土
）ま

で
の
毎
日

時　

間

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

と
こ
ろ

　

役
場
１
階　

第
３
会
議
室

　

投
票
所
入
場
券
が
届
い
て
い
る

場
合
は
、
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

（
入
場
券
が
届
い
て
い
な
い
場
合

で
も
選
挙
権
を
有
し
、
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
投
票
で

き
ま
す
。）

　

な
お
、
入
場
券
裏
面
の
「
宣
誓

書
」
に
必
要
事
項
を
自
書
し
て
か

ら
お
越
し
い
た
だ
く
と
、
ス
ム
ー

ズ
に
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

不

在

者

投

票

①
病
院
、
施
設
等
で
の
投
票

　

都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
の

指
定
し
た
病
院
や
施
設
に
入
院
・

入
所
し
て
い
る
方
は
、
そ
の
施
設

内
で
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
不
在
者
投
票
を
希
望

す
る
場
合
は
、
施
設
の
担
当
者
ま

で
お
申
出
く
だ
さ
い
。

②
滞
在
地
で
の
投
票

　

長
期
出
張
、
学
業
、
旅
行
等
で

他
の
市
区
町
村
に
滞
在
中
の
方

は
、
滞
在
先
の
市
区
町
村
選
挙
管

理
委
員
会
で
投
票
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
横
芝
光
町
選
挙
管
理

委
員
会
へ
、
事
前
に
投
票
用
紙
等

の
請
求
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
、
日
数
が
必
要
で
す
の
で
、

お
早
め
に
お
申
出
く
だ
さ
い
。

③
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
方

（
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
戦
傷

病
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
一
定

の
要
件
に
該
当
す
る
方
。ま
た
は
、

介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
を
お
持

ち
の
方
で
要
介
護
状
態
区
分
が

「
要
介
護
５
」
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
）で
町
選
挙
管
理
委
員
会

が
交
付
す
る
郵
便
等
投
票
証
明
書

を
お
持
ち
の
方
は
、
自
宅
で
郵
便

等
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
証
明
書
の
交
付
を
希
望

す
る
場
合
は
日
数
が
必
要
で
す
の

で
、
お
早
め
に
町
選
挙
管
理
委
員

会
へ
お
申
出
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

選
挙
管
理
委
員
会

　

☎（
84
）１
２
１
１

　

１
月
１
日
付
け
で
、
法
務
大
臣

か
ら
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
、
神

保
誠
氏（
小
堤
）が
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。

　

町
で
は
、
人
権
問
題
で
悩
ん
で

い
る
方
の
た
め
に
、
人
権
相
談
所

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

人
権
相
談
所

開
設
日

毎
月
第
２
・
４
火
曜
日

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

と
こ
ろ

　

第
２
火
曜
日　

文
化
会
館

　

第
４
火
曜
日　

町
民
会
館

◆
問
い
合
わ
せ

　

住
民
課
住
民
班

　

☎（
84
）１
２
１
４

３
月
17
日（
日
）は

千
葉
県
知
事
選
挙
の
投
票
日
で
す

人
権
擁
護
委
員
に

神
保 

誠
氏
が
再
任

◇
投
票
時
間　
午
前
７
時
〜
午
後
８
時

2013.３.１ ８


